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項    目  内     容 備    考 

１．付合せ方式 ・ 株価指数証拠金取引における付合せ方式は、マーケットメイク方式とする。 

・ マーケットメイク方式とは、次に掲げる呼び値の組合せにおけるそれぞれの呼び値に

ついて、価格優先・時間優先方式により順位づけた、最も優先する 1 つの売呼び値と

最も優先する 1 つの買呼び値とで付合せを行う方式をいう。 

(1)マーケットメイク売呼び値及び非マーケットメイク買呼び値 

(2)マーケットメイク買呼び値及び非マーケットメイク売呼び値 

・ マーケットメイク売呼び値とは、マーケットメイカーがその義務に基づいて恒常的に行

う売呼び値をいい、マーケットメイク買呼び値とは、マーケットメイカーがその義務に基

づいて恒常的に行う買呼び値をいう。 

・ 非マーケットメイク売呼び値とは、マーケットメイク売呼び値でない売呼び値をいい、

非マーケットメイク買呼び値とは、マーケットメイク買呼び値でない買呼び値をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

・ マーケットメイカーとは、恒常的に呼び値を行う義務を負う

取引参加者をいい、株価指数証拠金取引の種類ごとに定

める。 

・ マーケットメイク売呼び値及びマーケットメイク買呼び値の

総称を、マーケットメイク呼び値という。 

・ 非マーケットメイク売呼び値及び非マーケットメイク買呼び

値の総称を、非マーケットメイク呼び値という。 

 

２．呼び値の種類 

 

 

・ 株価指数証拠金取引において、注文として行う呼び値の種類は、次に掲げるものと

する。 

(1)指値呼び値 

(2)IC 成行呼び値 

(3)トリガー指値呼び値 

(4)トリガー成行呼び値 

(5)ロスカット呼び値 

 

・ 指値呼び値及びトリガー成行呼び値には、その効力に影

響を与える条件を付加することができる（条件の種類等に

ついては、6.(1)及び(2)を参照。）。 

・ 取引参加者が提供する、いわゆる IfDone 注文等の注文手

法は、本取引所が定めた注文の種類ではない。 

・ マーケットメイカーは、指値呼び値以外の呼び値をマーケ

ットメイク呼び値とすることができない。 
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項    目  内     容 備    考 

(1) 指値呼び値 

 

・ 指値呼び値とは、価格の限度を指定して、指定した価格又はそれより有利な価格で

取引を成立させる呼び値をいう。 

・ 指値呼び値は、注文と同時に効力が生じる。 

・ 条件が付加されていない指値呼び値は、注文時に取引が成立しなかった場合は、呼

び値の効力が継続する。 

・ 指値呼び値は、有効期限を明らかにして行わなければならない。この場合における、

取引所システムが受け付ける有効期限は、注文時から最初に到来する金曜日（金曜

日が休業日のときは、その直前の取引日）の取引時間終了時までの間のいずれかの

日とする。 

 

・ 取引が成立する場合における価格の決定ルールについて

は、4.を参照。 

 

・ 呼び値に条件を付加することにより、取引が成立しなかっ

た指値呼び値の効力を失わせることができる。 

・ 取引参加者は、注文の有効期限について、注文を取り消

すまで無期限に有効とするサービスを提供することができ

る。本取引所は、このような注文を、注文時から最初に到

来する金曜日（金曜日が休業日のときは、その直前の取引

日）の取引時間終了時を有効期限とする注文として受け付

ける。 

 

(2) IC 成行呼び値 

 

 

・ IC 成行呼び値とは、価格の限度を指定せず、対する指値呼び値と取引が成立し、取

引が成立しない場合は直ちに効力が失われる呼び値をいう。 

・ IC 成行呼び値は、注文と同時に効力を生じる。 

 

・ 取引が成立する場合における価格の決定ルールについて

は、4.を参照。 

 

(3) トリガー指値呼び値 

 

・ トリガー指値呼び値とは、呼び値の効力が生じる条件を付加し、価格の限度を指定し

て、対する最も優先する注文と取引が成立し、取引が成立しない場合は効力が継続

する呼び値をいう。 

・ トリガー指値呼び値は、あらかじめ付加された条件を満たしたときに効力を生じる。 

・ トリガー指値呼び値は、マーケットメイクでない自己取引を行う取引参加者又は顧客

がトリガー条件を付加して行う場合に、注文を行うことができる。 

・ 一旦効力を有したトリガー指値呼び値は、取引がすべて成立するか、その呼び値を

取り消すまで効力が継続し続ける。 

 

・ トリガー指値呼び値は呼び値の効力が生じると、通常の指

値呼び値と同じ効力を有する。 

 

・ トリガー指値呼び値が効力を生じる場合については、6.(2)

を参照。 

・ トリガー条件については、6.(2)を参照。 

・ 条件を付加して、トリガー指値呼び値の効力に期限を設け

ることができる。 

 

(4) トリガー成行呼び値 ・ トリガー成行呼び値とは、呼び値の効力が生じる条件を付加し、価格の限度を指定 ・ トリガー成行呼び値は呼び値の効力が生じると、ロスカット
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項    目  内     容 備    考 

 せず、対する最も優先する注文と取引が成立し、取引が成立しない場合は効力が継

続する呼び値をいう。 

・ トリガー成行呼び値は、あらかじめ付加された条件を満たしたときに効力を生じる。 

・ トリガー成行呼び値は、マーケットメイクでない自己取引を行う取引参加者又は顧客

がトリガー条件を付加して行う場合に、注文を行うことができる。 

・ 一旦効力を有したトリガー成行呼び値は、取引がすべて成立するか、その呼び値を

取り消すまで効力が継続し続ける。 

 

呼び値と同じ効力を有する。 

 

・ トリガー成行呼び値が効力を生じる場合については、6.(2)

を参照。 

・ トリガー条件については、6.(2)を参照。 

・ 条件を付加する等により、トリガー成行呼び値の効力に期

限を設けることはできない。 

 

(5) ロスカット呼び値 

 

・ ロスカット呼び値とは、価格の限度を指定せず、対する最も優先する注文と取引が成

立し、取引が成立しない場合は効力が継続する呼び値をいう。 

・ ロスカット呼び値は、取引参加者が顧客の建玉についてロスカットを行う場合に、注

文を行うことができる。 

・ 一旦効力を有したロスカット呼び値は、取引がすべて成立するか、その呼び値を取り

消すまで効力が継続し続ける。 

 

・ ロスカット呼び値は呼び値の効力が生じると、効力を有した

トリガー成行呼び値と同じ効力を有する。 

・ ロスカットについては、6.(3)を参照。 

 

・ 条件を付加する等により、ロスカット呼び値の効力に期限

を設けることはできない。 

 

３．呼び値の優劣 ・ マーケットメイク方式における呼び値の優劣は、次に掲げる呼び値の種類ごとに、価

格優先・時間優先方式により決定する。 

(1)マーケットメイク売呼び値 

(2)マーケットメイク買呼び値 

(3)非マーケットメイク売呼び値 

(4)非マーケットメイク買呼び値 

 

 ・ 価格優先・時間優先方式とは、次に掲げる価格優先方式と時間優先方式を組み合

わせた方式をいう。 

・ 価格優先方式とは、次に掲げる方式をいう。 

(1)売呼び値については、ある価格の指値呼び値及びトリガー指値呼び値はそれより

高い価格の指値呼び値及びトリガー指値呼び値に優先し、IC 成行呼び値、トリガ
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項    目  内     容 備    考 

ー成行呼び値及びロスカット呼び値は指値呼び値及びトリガー指値呼び値に優

先する方式をいう。 

(2)買呼び値については、ある価格の指値呼び値及びトリガー指値呼び値はそれより

低い価格の指値呼び値及びトリガー指値呼び値に優先し、IC 成行呼び値、トリガ

ー成行呼び値及びロスカット呼び値は指値呼び値及びトリガー指値呼び値に優

先する方式をいう。 

・ 時間優先方式とは、同一価格の指値呼び値及びトリガー指値呼び値又はトリガー成

行呼び値及びロスカット呼び値について、先に効力が生じた呼び値が優先する方式

をいう。 

 

 

 

 

 

 

・ IC 成行呼び値については、注文と同時に取引が成立しな

い場合は直ちに効力が失われるため、他の呼び値との時

間的な優劣は観念できない。 

   

４．取引成立ルール ・ 株価指数証拠金取引における取引成立の条件については、マーケットメイク方式に

より、次に掲げるところとする。 

 

 (1)価格優先・時間優先方式により、最も優先する売呼び値と買呼び値の価格が合致

する場合に、取引が成立する。この場合において、最も優先する売呼び値又は買

呼び値の一方が IC 成行呼び値、トリガー成行呼び値又はロスカット呼び値のとき

は、常に価格が合致するものとする。 

(2)取引が成立する場合の約定価格は、次に掲げるところによる。 

 ①マーケットメイク売呼び値と非マーケットメイク買呼び値とで取引が成立するとき

は、マーケットメイク売呼び値の価格を約定価格とする。 

 ②マーケットメイク買呼び値と非マーケットメイク売呼び値とで取引が成立するとき

は、マーケットメイク買呼び値の価格を約定価格とする。 

・ ｢価格が合致する｣とは、1.に掲げる呼び値の組み合わせ

において、 

（売呼び値の価格）≦ｎ≦（買呼び値の価格） 

を満たす価格ｎが存在する状態をいう。 

 

   

５．取引の制限 ・ 本取引所は、次に掲げる方法により、株価指数証拠金取引における注文及び取引の

成立を制限する。 

(1)注文入力可能値幅（ダイナミック・プライス・リミット、DPL） 

(2)注文の数量制限 
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項    目  内     容 備    考 

(3)MM プライスリミット 

(4)MM 注文乖離チェック 

(5)制限値幅 

 

(1)  注文入力可能値幅

（ダイナミック・プライス・

リミット、DPL） 

 

・ 価格の誤発注防止の観点から、非マーケットメイク呼び値について、その時点におけ

る最も優先するマーケットメイク売呼び値及びマーケットメイク買呼び値の平均値から

一定以上価格が乖離する注文を拒絶する。 

・ 非マーケットメイク呼び値である指値呼び値による、DPL の上限を超える高い価格の

買い注文及び下限を超える安い価格の売り注文を行うことはできない。 

・ DPL の限度については、上限・下限とも、直近の約定価格からの乖離を 1,000 ポイン

トとする。 

・ マーケットメイク呼び値については、DPL による注文の制

限は受けないが、別の制度による制限を受ける（(3)及び(4)

を参照)。 

・ DPL の上限を超える高い価格の売り注文及び下限を超え

る安い価格の買い注文は制限されない。 

 

   

(2) 注文の数量制限 

 

・ 誤発注防止の観点から、非マーケットメイク呼び値について、一度の注文に係る数量

を一定の数量以下に制限する。 

・ 非マーケットメイク呼び値については、あらかじめ定められた制限を越えた数量による

注文を行うことができない。 

 

・ 一度の注文に係る数量の限度は、本取引所が別に定め

る。 

 

(3) MM プライスリミット 

 

・ 取引価格の急変を防止する観点から、直近の基準価格から一定以上価格が乖離す

るマーケットメイク呼び値を受け付けないとする、MM プライスリミット制度を導入する。 

・ マーケットメイカーが直近の基準価格から一定以上価格が乖離するマーケットメイク

呼び値を行った場合は、そのマーケットメイカーによるマーケットメイク呼び値はすべ

て受け付けない。 

・ MM プライスリミットとなる乖離幅は、本取引所が別に定める。 

 

・ 基準価格は、最も優先するマーケットメイク売呼び値及び

マーケットメイク買呼び値の平均値とする。 

・ DPL と異なり、基準価格から乖離するマーケットメイク呼び

値は、高い価格の売呼び値及び低い価格の買呼び値も受

け付けられない。 

 

(4) MM 注文乖離チェッ

ク 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイクに際し、直前に行った注文の価格から著しく価

格が乖離した注文を行わないよう、体制を整備しなければならない。 

・ マーケットメイカーは、注文を行わないとする乖離の程度

等について、本取引所が定める水準を超えないように体制
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項    目  内     容 備    考 

を整備しなければならない。 

   

(5) 制限値幅 

 

・ 日経 225 証拠金取引及び NY ダウ証拠金取引については、1 日の価格の変動幅を

基準価格から上下一定の範囲に制限する、制限値幅を導入する。 

・ 制限値幅は、基準価格の水準に応じて、下表のとおりとする。 

・ 非マーケットメイク呼び値については、制限値幅を超える価格による指値呼び値及び

成行呼び値が可能。 

 

①日経 225 証拠金取引 

基準価格の範囲 制限値幅の範囲 

7,500 円未満 上下 1,000 円 

  7,500 円以上 10,000 円未満 上下 1,500 円 

 10,000 円以上 12,500 円未満 上下 2,000 円 

 12,500 円以上 17,500 円未満 上下 3,000 円 

 17,500 円以上 22,500 円未満 上下 4,000 円 

 22,500 円以上 27,500 円未満 上下 5,000 円 

 27,500 円以上 32,500 円未満 上下 6,000 円 

 32,500 円以上 37,500 円未満 上下 7,000 円 

 37,500 円以上 42,500 円未満 上下 8,000 円 

42,500 円以上 上下 9,000 円 
 

 

・ 基準価格は、前取引日の清算価格とする。 

 

・ マーケットメイク呼び値については、制限値幅を超える価

格での注文はできない。そのため、制限値幅を超える価格

では取引が成立しない。 

 

 

 

  

②NY ダウ証拠金取引 

基準価格の範囲 制限値幅の範囲 

7,500 ポイント未満 上下 1,000 ポイント 

  7,500 ポイント以上 10,000 ポイント未満 上下 1,500 ポイント 

 10,000 ポイント以上 12,500 ポイント未満 上下 2,000 ポイント 
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項    目  内     容 備    考 

 12,500 ポイント以上 17,500 ポイント未満 上下 3,000 ポイント 

 17,500 ポイント以上 22,500 ポイント未満 上下 4,000 ポイント 

 22,500 ポイント以上 27,500 ポイント未満 上下 5,000 ポイント 

 27,500 ポイント以上 32,500 ポイント未満 上下 6,000 ポイント 

 32,500 ポイント以上 37,500 ポイント未満 上下 7,000 ポイント 

 37,500 ポイント以上 42,500 ポイント未満 上下 8,000 ポイント 

 42,500 ポイント以上 上下 9,000 ポイント 

 

 

６．注文に付加できる条

件等 

  

(1) 注文に付加できる条

件 

 

・ 注文には、その効力に影響を及ぼす条件を付加することができる。 

・ 注文に付加できる条件の種類は、次のとおり。 

①IC：呼び値が効力を生じると同時に、呼び値が一部の数量について約定すると

き、又は呼び値が全く約定しないときは、約定しない数量に係る呼び値が効力を

失う。 

②OCO：2 種類の呼び値を同時に行い、一方が約定したときは他方の呼び値が効力

を失う。 

・ IC 条件は、指値呼び値に付加することができる。 

・ OCO 条件は、次の呼び値の組合せに付加することができる。 

①双方が共に売り注文である、指値呼び値とトリガー成行呼び値の組合せ 

②双方が共に買い注文である、指値呼び値とトリガー成行呼び値の組合せ 

 

 

 

 

(2) トリガー条件 

 

・ トリガー条件とは、トリガー指値呼び値及びトリガー成行呼び値に付加する条件であ

る、約定価格又は最も優先するマーケットメイク呼び値の価格がある一定以上の水準

に至った場合に、呼び値が効力を生じるとする条件をいう。 

・ トリガー条件を付加した注文を、トリガー注文という。 
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 ・ トリガー条件の内容は、条件を付加する呼び値の種類（売呼び値又は買呼び値）によ

り、次のとおりとする。 

①売呼び値に付加するトリガー条件 

約定価格又は最も優先するマーケットメイク売呼び値の価格が、あらかじめ指

定した価格と同じ又はこれを下回るときに、呼び値の効力が生じる。 

②買呼び値に付加するトリガー条件 

約定価格又は最も優先するマーケットメイク買呼び値の価格が、あらかじめ指

定した価格と同じ又はこれを上回るときに、呼び値の効力が生じる。 

 

 

 

 

(3) ロスカット 

①定義 

 

・ ロスカットとは、株価指数証拠金取引の委託取引において顧客の株価指数証拠金取

引を決済した場合に生じることとなる損失の額が、特定の条件を満たした場合に、顧

客の意思にかかわらず、取引参加者が株価指数証拠金取引に係る損失を限定する

ために行う措置をいう。 

・ ロスカットの目的は、次のとおり。 

ａ．顧客にとっては、過大な損失の発生を回避し、損失を一定の程度に抑えうる。 

ｂ．取引参加者にとっては、顧客に過大な損失が発生することを回避し、損失に伴う

顧客の債務を一定の程度に抑えうる。 

 

 

・ 「特定の条件」は、取引参加者が独自に定めるところによる

が、ロスカットの目的から、例えば、顧客が預託する取引証

拠金に対し、建玉について生じる損失が一定の割合に達

すること等が条件となる。 

・ 顧客が、特定の条件を満たした場合に建玉を決済する注

文を任意に行う場合（トリガー注文等）は、ここでいうロスカ

ットに含めない。 

 

②ロスカットの体制整

備 

・ 取引参加者は、ロスカットを行うための管理体制を整備するものとする。 

・ ロスカットを行うための条件及びロスカットにより解消される建玉の範囲等は、取引参

加者が定めるところによる。 

・ ロスカット及びロスカットを行うための体制整備の詳細につ

いては、「日経 225 証拠金取引 制度要綱」を参照。 

 

  以  上 

 

 

 



取引所株価指数証拠金取引に係る取引参加者の要件に関する制度要綱 

 

平 成 2 9 年 2 月 2 7 日 

株式会社東京金融取引所 

1 

項 目 内 容 備 考 

1．趣旨 ・ 本取引所は、株価指数証拠金取引の上場に伴い、これに係る取引資格及び清

算資格を新たに設ける。 

・ 取引所株価指数証拠金取引に係る清算資格に

ついては、平成 29年 2月 27日より、取引所為替

証拠金取引に係る清算資格と統合した。 

・ 統合後の清算資格の要件等については、『証拠

金清算参加者の要件に関する制度要綱』を参

照。 

 

(1) 株価指数証拠金取引参

加者 

・ 国内に営業所等を有する者を対象とする、株価指数証拠金取引を行うための取

引資格を株価指数証拠金取引資格といい、これを有する取引参加者を株価指

数証拠金取引参加者という。 

・ 国内に営業所等を有しない者を対象とする、株価指数証拠金取引を行うための

取引資格を株価指数証拠金遠隔地取引資格といい、これを有する取引参加者

を株価指数証拠金遠隔地取引参加者という。株価指数証拠金遠隔地取引参加

者は、日本国内に所在する顧客から、株価指数証拠金取引の委託を受けること

はできない。 

・ 既に本取引所の取引参加者であっても、株価指

数証拠金取引を行うには、別に株価指数証拠金

取引資格を有しなければならない。 

 

   

2．株価指数証拠金取引参加

者の要件 

・ 株価指数証拠金取引参加者は、(1)から(3)までの要件を満たさなければならな

い。 

 

(1) 拠点 ・ 日本国内に本取引所における取引を行う営業所又は事業所を有すること。  

(2) 人的構成 ・ イからハまでの要件を満たすこと。 

イ 有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者又は取引所取引許可業者

であること。 

 

 ロ その人的構成に照らして、株価指数証拠金取引参加者としての業務を遂行

できる知識および能力を有し、かつ十分な社会的信用を有すること。 
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項 目 内 容 備 考 

 ハ （金融商品取引業者のみ）投資者保護基金に加入していること。  

(3) 財産的基礎 ・ イ又はロの要件を満たすこと。  

 イ a から d までの要件を満たすこと  

 a  資本金の額が 3 億円以上であること。  

 b  純資産額が 20 億円以上であること。  

 c  自己資本規制比率が 200 パーセント以上であること。  

 d  取引参加者として安定的な収益力が見込まれること。  

 ロ a から e までの要件を満たすこと  

 a  資本金の額が 3 億円以上であること。  

 b  純資産額が 20 億円未満であること。  

 c  自己資本規制比率が 200 パーセント以上であること。  

 d  取引参加者として安定的な収益力が見込まれること。  

 e a 及び c を満たし、かつ安定的な収益力が見込まれる純資産額が 30 億円

以上の親会社による保証を受けること。 

 

3．株価指数証拠金遠隔地取

引参加者の要件 

・ 株価指数証拠金遠隔地取引参加者は、(1)から(4)までの要件を満たさなければ

ならない。 

 

(1) 拠点 ・ 本取引所が適当と認める国に、本取引所における取引を行う営業所等を有する

こと。 

・ 日本国内に、本取引所における取引を行う営業所又は事業所を有しないこと。 

 

(2) 人的構成 ・ イ及びロの要件を満たすこと。 

イ 取引所取引許可業者であること。 

 

 ロ その人的構成に照らして、株価指数証拠金遠隔地取引参加者としての業務

を遂行できる知識および能力を有し、かつ十分な社会的信用を有すること。 

 

(3) 財産的基礎 ・ イ又はロの要件を満たすこと。  

 イ a から d までの要件を満たすこと  

 a  資本金の額が 3 億円以上であること。  
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項 目 内 容 備 考 

 b  純資産額が 20 億円以上であること。  

 c  自己資本規制比率が 200 パーセント以上であること。  

 d  取引参加者として安定的な収益力が見込まれること。  

 ロ a から e までの要件を満たすこと  

 a  資本金の額が 3 億円以上であること。  

 b  純資産額が 20 億円未満であること。  

 c  自己資本規制比率が 200 パーセント以上であること。  

 d  取引参加者として安定的な収益力が見込まれること。  

 
e a 及び c を満たし、かつ、安定的な収益力が見込まれる純資産額が 30 億

円以上の親会社による保証を受けること。 
 

(4) 受託取引を行う場合の要

件 

・ 株価指数証拠金遠隔地取引参加者が、特定の営業所等において顧客から取

引を受託する場合は、イ又はロの要件のいずれかを満たすこと。 

 

 イ その所在する国の規制当局が定める手続を行っていること。  

 ロ その所在する国にある自主規制機関に加入していること。  

   

4．信認金 ・ 株価指数証拠金取引参加者は、本取引所に対し信認金を預託しなければなら

ない。 

 

・ 信認金の額は、株価指数証拠金取引参加者が自己取引を行うか、受託取引を

行うかにかかわらず、300 万円とする。 

・ 金利先物等取引参加者及び為替証拠金取引参

加者として預託する信認金とは別に、預託しなけ

ればならない。 

・ 信認金は、本取引所が定めるところにより、有価

証券をもって預託することができる。 

   

以  上 



取引所株価指数証拠金取引 マーケットメイク制度要綱 
 

平成 22 年 9 月 29 日 
株式会社東京金融取引所 

1 

 

項     目  内     容 備    考 

１．マーケットメイク制

度 

  

(1) 概要 ・ 本取引所は、マーケットメイク呼び値と非マーケットメイク呼び値を付け合わ

せるマーケットメイク制度を導入し、市場に流動性を供給する。 

・ マーケットメイク呼び値同士又は非マーケットメイ

ク呼び値同士の付合せは行わない。 

 

(2) 定義   

①マーケットメイク ・ マーケットメイカーが、その義務に基づいて恒常的に呼び値を提示することを

いう。 

 

②マーケットメイカ

ー 

・ 本取引所が定める種類の株価指数証拠金取引に係る呼び値を恒常的に提示し、

それに基づいて取引を履行する義務を負う者として本取引所が指定した取引参

加者をいう。 

・ マーケットメイカーは、株価指数証拠金取引の種類ご

とに指定する。 

③非マーケットメイ

カー 

・ 株価指数証拠金取引について、マーケットメイカーでない取引参加者をいう。  

④マーケットメイク

呼び値 

・ マーケットメイカーが、マーケットメイクとして恒常的に提示する呼び値をい

う。 

・ 売付取引に係るマーケットメイク呼び値をマーケッ

トメイク売呼び値といい、買付取引に係るマーケット

メイク呼び値をマーケットメイク買呼び値という。 

⑤非マーケットメイ

ク呼び値 

・ マーケットメイク呼び値でない呼び値をいう。 ・ 売付取引に係る非マーケットメイク呼び値を非マー

ケットメイク売呼び値といい、買付取引に係る非マー

ケットメイク呼び値を非マーケットメイク買呼び値

という。 
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項     目  内     容 備    考 

(3) マーケットメイカ

ーの指定等 

  

①募集 ・ 本取引所は、必要に応じて募集期間を定め、取引参加者及び取引参加者となろ

うとする者のうちから、株価指数証拠金取引市場においてマーケットメイカー

となる者を募集する。 

 

②指定 ・ 本取引所は、マーケットメイカーを希望する者の中から、本取引所が別に定め

る審査要件等を参考に、適当と認める者をマーケットメイカーとして指定する。 

・ 本取引所は、マーケットメイカーの指定に係る審査を

行う時は、以下のもの等を参考とする。 

(1)本取引所、所属の国内の他の金融商品取引所、外国

金融商品取引所等、及び金融市場等における実績 

(2)マーケットメイカーとしての業務を本取引所が定め

る時間帯において遂行するために必要なシステム、事

務処理体制及びサポート体制の整備状況 

  ・ 本取引所は、マーケットメイカーを指定するときは、

その任期の開始日時を定めて、当該マーケットメイカ

ーに対し書面により通知する。 

   

(4) マーケットメイカ

ーの義務 

  

①呼び値の提示 ・ マーケットメイカーは、自らがマーケットメイカーとなっている取引について、

マーケットメイク呼び値を恒常的に提示しなければならない。 

 

②取引の実行 ・ マーケットメイカーは、自らが提示するマーケットメイク呼び値に対当する非

マーケットメイク呼び値が行われたときは、取引を行わなければならない。 

 

 ・ マーケットメイカーは、マーケットメイク売呼び値に係る数量がすべて約定し

たときは、すみやかに新たなマーケットメイク売呼び値を行わなければならな

い。 

 

 ・ マーケットメイカーは、マーケットメイク買呼び値に係る数量がすべて約定し  
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項     目  内     容 備    考 

たときは、すみやかに新たなマーケットメイク買呼び値を行わなければならな

い。 

 

(5) 呼び値の提示の中

断等 

  

①呼び値の提示の中

断の申請等 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイクを行う取引の全部又は一部について、

次に掲げる事由によりマーケットメイク呼び値の提示を中断する旨の申請を本

取引所に行い、本取引所が中断を適当であると認めたときは、マーケットメイ

ク呼び値の提示を中断することができる。 

 

 イ マーケットメイク呼び値を行うことが法令に抵触するおそれがある場合  

 ロ 法令、本取引所の規則又はこれらに基づく処分を受け、株価指数証拠金取

引が停止又は制限された場合 

 

 ハ イ及びロのほか、マーケットメイク呼び値の提示が投資者の保護に欠け、

若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

がある場合 

 

 ・ 本取引所は、マーケットメイカーがイ～ハのいずれかに該当すると認めた場合

は、当該マーケットメイカーからの申請によらずに、当該マーケットメイカー

によるマーケットメイク呼び値の提示を中断させることができる。 

 

②呼び値の提示の再

開 

・ マーケットメイク呼び値の提示を中断したマーケットメイカーは、マーケット

メイク呼び値の提示を再開する旨の申請を行い本取引所がこれを認めたとき、

又は本取引所がマーケットメイク呼び値の提示を中断させるべき事由が解消さ

れたと認めたときは、遅滞なくマーケットメイク呼び値を行わなければならな

い。 

 

 

(6) マーケットメイカ

ーの禁止行為 

・ マーケットメイカーは、次に掲げる行為を行ってはならない。  
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項     目  内     容 備    考 

 ①マーケットメイク呼び値の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメ

イク呼び値の提示 

 

 ②マーケットメイカーとしての業務を行う上で知り得た情報の漏洩、盗用及び

当該情報を用いた不適切な取引 

 

   

(7) マーケットメイカ

ーの業務の停止措置

等 

・ 本取引所は、禁止行為を行ったマーケットメイカーに対し、マーケットメイカ

ーとしての業務の全部若しくは一部の停止又はマーケットメイカーの指定の取

消しを行うことができる。 

・ 当該マーケットメイカーに対し、業務の停止又は指定

の取消しの効力発生日時を定めて、書面により業務の

停止又は指定の取り消しの通知を行う。 

 ・ 本取引所は、これらの措置を行ったときは、当該マーケットメイカーの株価指

数証拠金取引で未決済のものについて、本取引所が必要と認める整理を行わせ

ることができる。 

 

   

(8) 辞任等   

①辞任 ・ マーケットメイカーは、その任期の開始日時以降 12か月以上を経過した日時を

辞任の効力発生日時と定めて、その 6か月前までに本取引所に対し書面により

通知することで、マーケットメイカーを辞任することができる。 

 

②辞任するマーケッ

トメイカーの取引 

・ マーケットメイカーがマーケットメイカーの地位を辞任するときは、本取引所

は、当該マーケットメイカーのマーケットメイク呼び値により成立した株価指

数証拠金取引で未決済のものについて、本取引所が必要と認める整理を行わせ

ることができる。 

 

   

(9) 通知 ・ 本取引所は、マーケットメイカーを指定したとき、マーケットメイカーとして

の業務の全部若しくは一部の一時停止措置を行ったとき、マーケットメイカー

の指定の取消しを行ったとき、及びマーケットメイカーが辞任したときは、そ

の旨を株価指数証拠金取引に係る取引参加者及び清算参加者に通知する。 
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項     目  内     容 備    考 

２．マーケットメイカー

の取引 

・ マーケットメイカーの取引の態様は、次に掲げるところによる。  

(1) 自己取引によるマ

ーケットメイク 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイクを行う義務を負う銘柄について、自

己取引によってマーケットメイクを行うものとする。 

・ マーケットメイカーは、本取引所が必要と認める場合は、委託取引によってマ

ーケットメイクを行うことができる。 

 

 

(2) マーケットメイク

でない取引 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイクを行う義務を負う銘柄について、マ

ーケットメイクでない自己取引を行ってはならない。 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイクを行う義務を負う銘柄について、マ

ーケットメイクでない委託取引を行うことができる。 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイクを行う義務を負わない銘柄について、

マーケットメイクでない自己取引及び委託取引を行うことができる。 

 

 

 

   

３．定率手数料の免除 ・ 本取引所は、マーケットメイカーがマーケットメイク呼び値を行う株価指数証

拠金取引について、定率手数料を免除する。 

 

   

４．その他   

(1) マーケットメイカ

ー取扱担当者 

 

・ マーケットメイカーは、本取引所からの要請その他一切の通知等を受領するた

めに、参加者端末装置の設置場所に常駐している者の中から、当該マーケット

メイカーの受領代理人（マーケットメイカー取扱担当者）を選任する。 

 

・ マーケットメイカーは、マーケットメイカー取扱担当

者を選任又は変更しようとするときは、所定の届出書

を本取引所に届け出る。 

 

(2) マーケットメイク

用 ID 

 

・ マーケットメイカーは、本取引所が指定する ID を、マーケットメイク用の ID

として使用する。 

 

 

(3) 規則の変更通知 ・ 本取引所は、マーケットメイカーに関する規則を変更するときは、株価指数証  
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項     目  内     容 備    考 

 拠金取引に係る各取引参加者及び清算参加者に事前にこれを通知する。 

 

(4) 必要事項の決定 

 

・ 本取引所は、必要な事項につき細則を定め、又は必要な措置を講ずることがで

きる。 

・ 本取引所は、細則を定め、又は必要な措置を講じたと

きは、遅滞なくマーケットメイカーに通知する。 

   

  以  上 


